
厚真町実費徴収に係る補足給付費支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい 

う。）第５９条第３号に規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとす 

る。 

（目的） 

第２条 法第２０条第４項に規定する支給認定保護者（以下「支給認定保護者」という。 

のうち、経済的理由により生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を 

受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用、日用 

品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等（以下「実費徴収額」 

という。）を給付することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、 

もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。 

（対象者） 

第３条 この補足給付費は、厚真町に住所を有し、特定教育・保育施設及び特定地域型保 

育事業を利用する支給認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（1）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯を含む。） 

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世

帯である支給認定保護者 

（2）厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の別表第１、別表第２、 

別表第３に定める第２階層に属する世帯における支給認定保護者 

  (3) 平成３０年胆振東部地震で居住する住居が被災し、半壊以上の被害を受けた支給認

定保護者 

 （対象費用） 

第４条 補足給付費の対象となる費用（以下「対象費用」という。）は、次のとおりとする。 

 （1）給食費 

 （2）給食費以外の実費徴収額（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準（平成２６年内閣府令第３９号）第１３条第４項及び第４３条第４項の規定

による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。） 

 （補足給付費の額） 

第５条 補足給付費の額は、前条に規定された費用のうち、特定教育・保育施設及び特定 

教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対し、現に支払った実費徴収額を給付するも 

のとする。 

 （支給申請） 

第６条 補足給付費の支給を受けようとする対象者は、実費支給に係る補足給付費支給申 

請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 



 （支給決定等） 

第７条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請者の資格その他必 

要事項を審査の上、支給するか否かを決定するものとする。 

２ 町長は、補足給付費を支給するものと決定したときは、実費徴収に係る補足給付費支 

給決定通知書（様式第２号）により、補足給付費を支給しないものとして決定したとき 

は、実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書（様式第２号）により、それぞれ申請 

者に通知するものとする。 

 （届出の義務） 

第８条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に通知する 

ものとする。 

 （1）住所又は氏名の変更があったとき。 

 （2）金融機関又は預金口座の変更があったとき。 

 （3）その他申請書の記載内容に変更があったとき。 

 （受給者の責務） 

第９条 補足給付を受ける者は、第２条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に補足給 

付費を使用しなければならない。 

 （支給決定の取り消し） 

第１０条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決 

定を取り消すことができる。 

 （1）申請書に虚偽の事項を掲載したとき。 

 （2）支給要件に該当しなくなったとき。 

２ 町長は、補足給付費の取り消しを決定したときは、実費徴収に係る補足給付費支給決取

消定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（補足給付費の返還） 

第１１条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により補足給付費を受けた保護者に対して、 

その一部又は全部を返還させることができる。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が 

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、平成３０年９月６日から適用する。 


